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◎
条
　
例

「
御
前
崎
市
行
政
組
織
機
構
改
革
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す

る
条
例
の
制
定
」

４
月
１
日
か
ら
の
機
構
改
革
に
よ
り
、
関
係
す
る
条
例
に
お
い

て
組
織
の
名
称
を
改
め
る
も
の
。

「
御
前
崎
市
Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
施
設
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
」

Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
の
契
約
区
分
の
基
本
サ
ー
ビ
ス
か
ら
、
Ｃ
Ｓ
放
送
を

除
い
た
新
た
な
基
本
ラ
イ
ト
サ
ー
ビ
ス
を
設
け
る
も
の
。

「
御
前
崎
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
防
災
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
の

一
部
改
正
」

新
谷
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
防
災
セ
ン
タ
ー
設
置
に
伴
い
改
め
る
も
の
。

「
御
前
崎
市
消
防
団
員
の
定
数
、
任
免
、
給
与
、
服
務
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正
」

団
員
確
保
を
目
的
に
、
設
置
区
域
内
に
居
住
す
る
者
だ
け
で
な

く
、
設
置
区
域
内
に
勤
務
す
る
者
も
加
え
る
も
の
。

「
御
前
崎
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
の
一
部
改
正
」

「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
が
「
障
害
者
総
合
支
援
法
」
に
改
正
と

な
る
た
め
、
一
部
改
正
を
行
う
も
の
。

「
御
前
崎
市
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
条
例
の
制
定
」

国
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
緊
急
事
態
宣
言
発
令
時
に
対
応
す

る
た
め
、
条
例
制
定
す
る
も
の
。

「
御
前
崎
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
改
正
」

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
の
改
正
に
伴
い
、
賦
課
限
度
額
を
増

額
す
る
も
の
。

「
御
前
崎
市
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
制
定
」

地
域
主
権
改
革
一
括
法
施
行
に
伴
い
、
要
介
護
認
定
者
に
関
す

る
条
例
を
市
で
定
め
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
。

「
御
前
崎
市
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人

員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
条
例
の
制
定
」

地
域
主
権
改
革
一
括
法
施
行
に
伴
い
、
要
支
援
者
に
関
す
る
条

例
を
市
で
定
め
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
。

「
御
前
崎
市
道
路
の
構
造
の
技
術
的
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
制
定
」

地
域
主
権
改
革
一
括
法
施
行
及
び
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
改
正
に
伴

い
、
道
路
構
造
技
術
基
準
等
を
市
の
条
例
で
定
め
る
こ
と
と
な

っ
た
も
の
。

「
御
前
崎
市
河
川
管
理
施
設
等
の
構
造
の
技
術
的
基
準
を
定
め
る
条

例
の
制
定
」

地
域
主
権
改
革
一
括
法
施
行
及
び
河
川
法
改
正
に
伴
い
、
河
川

管
理
施
設
等
の
技
術
的
基
準
を
市
の
条
例
で
定
め
る
こ
と
と
な

っ
た
も
の
。

「
御
前
崎
市
営
住
宅
管
理
条
例
の
一
部
改
正
」

地
域
主
権
改
革
一
括
法
施
行
及
び
公
営
住
宅
法
改
正
に
伴
い
、

管
理
の
み
で
な
く
整
備
基
準
も
設
置
す
る
も
の
。

「
御
前
崎
市
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
特
定
公
園
施
設
の
設

置
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
制
定
」

地
域
主
権
改
革
一
括
法
施
行
及
び
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
改
正
に
伴

い
、
特
定
公
園
施
設
の
設
置
基
準
を
市
の
条
例
で
定
め
る
こ
と

と
な
っ
た
も
の
。

「
御
前
崎
市
市
民
農
園
条
例
の
制
定
」

市
民
が
野
菜
等
を
栽
培
し
、
農
業
に
対
す
る
理
解
と
地
域
間
交

流
を
促
進
し
、
市
の
農
業
振
興
を
図
る
た
め
設
置
す
る
も
の
。

「
御
前
崎
市
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
」

県
か
ら
の
権
限
移
譲
に
伴
い
、
電
気
工
事
業
者
の
登
録
や
更
新

手
数
料
を
徴
収
す
る
た
め
、
条
例
改
正
す
る
も
の
。

「
御
前
崎
市
公
共
下
水
道
の
構
造
等
の
技
術
上
の
基
準
に
関
す
る
条

例
の
制
定
」

地
域
主
権
改
革
一
括
法
施
行
に
伴
い
、
公
共
下
水
道
の
構
造
等

の
技
術
基
準
を
、
市
の
条
例
で
定
め
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
。

「
御
前
崎
市
水
道
事
業
に
係
る
布
設
工
事
監
督
者
及
び
水
道
技
術
管

理
者
の
資
格
等
を
定
め
る
条
例
の
制
定
」

地
域
主
権
改
革
一
括
法
施
行
に
伴
い
、
水
道
事
業
に
係
る
布
設

工
事
監
督
者
及
び
水
道
技
術
管
理
者
の
資
格
等
を
、
市
の
条
例

で
定
め
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
。

◎
規
約
変
更

「
静
岡
県
市
町
総
合
事
務
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
の

減
少
及
び
規
約
の
変
更
」

西
伊
豆
広
域
消
防
組
合
の
解
散
に
伴
い
、
規
約
変
更
す
る
も
の
。

「
東
遠
学
園
組
合
規
約
の
変
更
」

障
害
者
自
立
支
援
法
が
障
害
者
総
合
支
援
法
に
名
称
変
更
と
な

る
た
め
、
引
用
す
る
規
約
を
変
更
す
る
も
の
。

「
中
東
遠
地
域
５
消
防
本
部
消
防
通
信
指
令
事
務
協
議
会
規
約
の
変
更
」

牧
之
原
市
の
旧
相
良
町
地
域
の
消
防
事
務
受
託
廃
止
に
伴
い
、

規
約
変
更
す
る
も
の
。

◎
人
　
事

「
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦
」

任
期
満
了
に
伴
い
、
人
権
擁
護
委
員
に
、
引
き
続
き
坂
本
守
氏

（
下
朝
比
奈
）
を
推
薦
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
意
見
を
適
任
と
し

た
も
の
。

御
前
崎
市
議
会
２
月
定
例
会
を
２
月
２６
日
か
ら
３
月
２２
日
ま
で
の
２５
日
間
の
会
期
で
開
催
し
ま
し
た
。
平
成
２５
年
度
御
前
崎
市
一
般
会

計
予
算
の
ほ
か
、
各
会
計
予
算
、
条
例
制
定
や
一
部
改
正
、
規
約
の
変
更
や
人
事
案
件
な
ど
全
部
で
４９
案
件
を
審
議
し
、
そ
れ
ぞ
れ
原
案

の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。
尚
、
議
案
に
対
す
る
質
疑
に
１
名
、
一
般
質
問
に
は
１０
名
が
登
壇
し
て
市
長
等
の
見
解
を
質
し
ま
し
た
。

「
副
市
長
の
選
任
」

任
期
満
了
に
伴
い
、
副
市
長
に
、
引
き
続
き
澤
入
芳
男
氏
を
選

任
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
も
の
。

「
農
業
委
員
会
委
員
の
推
薦
」

任
期
満
了
に
伴
い
、
農
業
委
員
に
吉
村
英
治
氏
（
御
前
崎
）
及

び
�
澤
重
夫
氏
を
議
会
推
薦
と
し
た
も
の
。

◎
そ
の
他

「
御
前
崎
市
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
」

新
谷
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
防
災
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
、
新
谷
区
町

内
会
を
施
設
管
理
者
と
し
て
指
定
す
る
も
の
。


